
別紙様式第１０－２　公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式

随意契約担当部課の名
称及び所在地

随意契約を締結
した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額　(円）

随意契約にすることとした理由 その他必要な事項（備考）

高知赤十字病院
株式会社バリアンメディ

カルシステムズ

管財課
東京都品川区大﨑1-
11-1

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号

高知赤十字病院
ジャパンエレベーターサー
ビス中四国株式会社

管財課
広島県広島市中区富士
見町8-24

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号

高知赤十字病院
株式会社日本シュー
ター大阪支店

管財課
大阪市西区阿波座2-2-
18

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号

高知赤十字病院
四国医療サービス株式会
社シンセイフード事業部

管財課
愛媛県松山市久万ノ台
1195

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号

備考

物品等又は役務の名称及び数量

放射線治療システム保守業務委
託

2025.3.10 ¥14,861,000

保守業務は製造メーカーにより実施される
ことが望ましいことから、会計規則第３６条
第4項の契約の性質又は目的が競争を許さ
ないに該当するため

　　（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約であ

昇降機等の保守・点検業務 2025.3.19
２２１，１００円
　　　　　　月額

エレベーターの保守点検については、ジャ
パンエレベーターサービス中四国（株）が
行っており、当該事業者以外に現在の機器
状態を正確に把握
し、安全かつ確実に整備を実施できる事業
者は存在しないことから会計規則第36条第
4項の規定より随意契約とする。

気送管（エアシューター）の保守
点検業務委託契約

R7.3.28 1,078,000円

保守業務は製造メーカーにより実施される
ことが望ましいことから、日本赤十字社会計
規則第３６条第４項の契約の性質又は目的
が競争を許さないに該当するため、随意契
約とするものであること。

給食業務委託契約 R7.3.24
238,788,000円

３年間

プロポーザルにより業者を選定したことか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合(日本赤十字社会計規則第36条第4
項）に該当するため

　　　　　る旨及び契約金額に単価を記載した場合には予定総額を記載する。

　　（２）必要がある時は、各欄を著しく変更する事なく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　　（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。



別紙様式第１０－２　公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式

随意契約担当部課の名
称及び所在地

随意契約を締結
した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額　(円）

随意契約にすることとした理由 その他必要な事項（備考）

高知赤十字病院 株式会社シーメック

管財課 高知市南久保9-8

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号

高知赤十字病院 株式会社シーメック

管財課 高知市南久保9-8

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号

高知赤十字病院 株式会社末徳屋医療器店

管財課 高知市与力町4番15号

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号

高知赤十字病院 株式会社ソラスト

医事課 高知市はりまや町3-3-2

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号 セントラルビル7F

備考

物品等又は役務の名称及び数量

ステルスステーションナビゲーショ
ンシステム保守点検

R7.1.20 ¥1,870,000

当該業者は、当該機器の納入業者であり
当該業務に必要な能力及び経験があり、迅
速かつ安全に業務を遂行できる業者である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため（日本赤十字社
会計規則第36条第4項）

　　（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約であ

超音波画像診断装置保守契約 R7.3.1 ¥1,822,920

当該業者は、当該機器の納入業者であり
当該業務に必要な能力及び経験があり、迅
速かつ安全に業務を遂行できる業者である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため（日本赤十字社
会計規則第36条第4項）

手術台　1台、油圧昇降手術椅子
5脚

R7.2.5 ¥6,765,000

当該業者は、現行機器の納入業者であり、
現行器機の付属品等を当該機器で引き続
き使用することから、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため（日
本赤十字社会計規則第36条第4項）

外来医事委託業務 R7.3.3 ¥14,410,000

プロポーザルにより業者を選定したことか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合(日本赤十字社会計規則第36条第4
項）に該当するため

　　　　　る旨及び契約金額に単価を記載した場合には予定総額を記載する。

　　（２）必要がある時は、各欄を著しく変更する事なく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　　（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。
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随意契約担当部課の名
称及び所在地

随意契約を締結
した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額　(円）

随意契約にすることとした理由 その他必要な事項（備考）

高知赤十字病院 高知県南国市岡豊町

医療情報管理課 小蓮４２２番地１

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号
四国アルフレッサ株式
会社

高知赤十字病院 高知市本町4-2-40

医療情報管理課

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号 富士通Japan株式会社

高知赤十字病院
香川県高松市中野町
29-2

医療情報管理課

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号 日本電気株式会社

高知赤十字病院
香川県高松市中野町
29-2

医療情報管理課

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号 日本電気株式会社

備考

物品等又は役務の名称及び数量

感染制御支援システムの
ハードウェア更新

2025.02.10 ¥3,377,000

契約業者は、当該装置の販売業者であり、
本件を履行できる唯一の業者である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため。（日本赤十字
社会計規則第36条第４項）

救急時医療情報閲覧機能
の導入作業

2025.02.01 ¥5,915,800

契約業者は、当該装置の販売業者であり、
本件を履行できる唯一の業者である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため。（日本赤十字
社会計規則第36条第４項）

電子処方箋に係るネットワー
クシステム作業

2025.02.01 ¥1,199,000

契約業者は、当該装置の販売業者であり、
本件を履行できる唯一の業者である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため。（日本赤十字
社会計規則第36条第４項）

　　　　　る旨及び契約金額に単価を記載した場合には予定総額を記載する。

　　（２）必要がある時は、各欄を著しく変更する事なく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　　（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。

検査システムの導入に係る
電子カルテシステム作業

2025.02.01 ¥7,381,000

契約業者は、当該装置の販売業者であり、
本件を履行できる唯一の業者である
ことから、契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため。（日本赤十字
社会計規則第36条第４項）

　　（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約であ


